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　40年間保険料を全額納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金を受けることができます。
　保険料の未納期間がある場合、その期間に応じて減額された年金額になりますが、受給資格期間の要件を満
たしていないと、受給することができません。

受給資格期間の要件
　ａ＋ｂ＋ C＋ｄ＝ 25年以上あること。  →  受給権が発生（これを満たすだけでは、満額の年金額にはなりません）

住民課　☎ 932-1151（内線 119 番）

老齢基礎年金を受給するには
国民年金の加入期間は

20歳から 60 歳までの 40 年間です

住民課　☎ 932-1151（内線 113 番）

印鑑登録のご案内

●本人が来庁する場合に必要なもの
　登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど（写
　真付の公的身分証明書）　または、保証書（町内
　で印鑑登録をしている人自筆の保証書）

企画課　☎ 932-1151（内線 344 番）

働く未来を考える
平成 19年 10 月１日現在で
就業構造基本調査を実施します

　全国から抽出された、約 45 万世帯の 15 歳以上
の方々を対象に、ふだん何か収入になる仕事をして
いるかどうかや、就業に関する希望などについて調
査します。
　調査結果からは、若者や高齢者、女性の多様化す
る就業状況や産業構造の変化に伴う雇用流動化の実
態など、就業に関する詳しい状況が明らかになり、
国や福岡県の雇用政策や経済政策などの各種行政施
策を立案する際の基礎資料となります。

　調査の対象となる世帯には、統計調査員が伺い調
査票の記入をお願いしますのでご協力ください。

総務省統計局・福岡県・須恵町
http://www.stat.go.jp/
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町の人口
平成 19年８月１日現在 

（　）＝前月比
●男　性　12,642 人（－ 7）
●女　性　13,156 人（－ 6）
●合　計　25,798 人（－ 13）
●世帯数　 9,334 戸（＋ 10）

税務課　☎ 932-1151（内線 131 番）

平成 19 年分
年末調整説明会のお知らせ

●日　時　11月 20日（火）10：00～
●場　所　アザレアホール須恵
●対象者　須恵町内の源泉徴収義務者
※会場の駐車台数に限りがありますので、来場はで
　きるだけ公共交通機関をご利用ください。
※年末調整関係資料を事前に郵送しますので、来場
　の際は必ずご持参ください。
※年末調整関係書類に案内チラシを同封しています。
●問合せ先　香椎税務署法人課税第５部門
　☎ 661 - 1031　内線 450 ～ 454

福祉課　☎ 932-1151（内線 127 番）

戦没者追悼式のお知らせ

　平成 19年度 戦没者追悼式を、町と遺族会の合同
主催により、次のとおり行います。
●日　時　９月 27日（木）10：30～
●場　所　アザレアホール須恵

身体障がい者
巡回相談のお知らせ

　粕屋郡内に居住する、戦傷病者および身体障がい
者（肢体不自由のみ）を対象に、補装具の相談など
のために巡回相談を、次のとおり行います。希望す
る人はご利用ください。
●日　時　９月 11日（火）９：30～ 14：30
●場　所　粕屋町健康センター
　　　　　（粕屋町駕与丁１－１－１）
●持参品　身体障害者手帳、印鑑、現在使っている
　　　　　補装具
※眼科検診、聴覚検診、身体障害者手帳のための診
　断は行なっていません。

 子ども教育課　☎932-1151（内線245番）

就学前健康診断のお知らせ
　平成 20年度に新１年生になる幼児を対象とする
就学前健康診断を、10月 11日（木）にアザレアホー
ル須恵において行います。対象の方には、後日通知
いたします。

合算対象期間（カラ期間）とは
　主に、昭和36年４月以降の20歳以上60歳未満の、
次の期間
①厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者で、
　任意加入しなかった期間（昭和 61年３月末まで）
② 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間（平成
　３年３月まで）
③厚生年金の脱退手当金を受けた期間
④日本国籍のある人が海外に居住していた期間…など

※免除などを受けた期間とは
・全額免除、一部免除、若年者納付猶予、学生納付特
　例の承認を受けた期間をいいます。
・学生納付特例、若年者納付猶予は、保険料を追納し
　なければ年金額に反映されません。
・一部免除の場合、定められた納付額を納めなければ
　未納と同じ扱いになります。

問合せ・相談先
・東福岡社会保険事務所　☎ 651 - 7129
・ねんきんダイヤル（年金請求など）
　☎ 0570 - 05 - 1165
・ねんきんダイヤル（年金受給者の相談など）
　☎ 0570 - 07 - 1165
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●代理人が来庁する場合に必要なもの
　（即日登録はできません）
　登録する印鑑と委任状。
　申請後、本人の登録意思確認のため自宅に照会書
を郵送します。到着後、本人が記入押印した回答書、
登録する印鑑、本人と代理人の確認のための書類（健
康保険証など）を持参ください。

※本人来庁時でも、運転免許証やパスポート、保証
　書がない時は、即日登録できず代理人が来庁する
　場合と同じ取り扱いとなります。


